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(57)【要約】
【課題】タッチ移動に応じて拡大しようとする内容が表
示される領域を指定するための、タッチスクリーン端末
機における画面ディスプレーの制御方法及びその装置の
提供。
【解決手段】拡大領域を決定するステップと、拡大領域
に属する内容を該当倍率に拡大させて表示するステップ
と、を含み、最大拡大倍率を決定するステップと、決定
された最大拡大倍率までの範囲から何れか一値が指定さ
れるステップと、をさらに含むことができ、拡大領域を
決定するステップは、タッチ移動の距離またはタッチ移
動の時間が臨界値に到達するとタッチ移動経路の開始点
、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設
定するステップと、仮想円を前記拡大領域として決定す
るステップと、を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法において、
　拡大領域を決定するステップと、
　前記拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大して表示するステップと、を含むことを特
徴とするタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法。
【請求項２】
　最大拡大倍率を決定するステップと、
　決定された最大拡大倍率までの範囲から何れか一値が指定されるステップと、をさらに
含むことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン端末機における画面ディスプレ
ーの制御方法。
【請求項３】
　拡大領域を決定するステップは、
　タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が臨界値に到達するとタッチ移動経路の開始
点、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定するステップと、
　前記仮想円を前記拡大領域として決定するステップと、を含むことを特徴とする請求項
１に記載のタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法。
【請求項４】
　前記最大拡大倍率を決定するステップは、
　タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が臨界値に到達するとタッチ移動経路の開始
点、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定するステップと、
　前記仮想円を画面に最大に拡大させて含めることができる倍率を決定するステップと、
を含むことを特徴とする請求項２に記載のタッチスクリーン端末機における画面ディスプ
レーの制御方法。
【請求項５】
　前記拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大させて表示するステップは、
　前記拡大領域に属する内容が画面の中央に位置するようにパニングするステップと、
　該当倍率で画面の中央を基点として画面の内容を拡大して表示するステップと、を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの
制御方法。
【請求項６】
　前記決定された最大拡大倍率までの範囲から何れか一値が指定されるステップは、
　右回り方向にタッチ移動された後、解除されるまでの回転角度（θ）を確認するステッ
プと、
　前記回転角度（θ）に比例する拡大倍率を指定するステップと、を含むことを特徴とす
る請求項２に記載のタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法。
【請求項７】
　前記拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大して表示するステップは、
　右回り方向にタッチ移動される回転角度に応じて変わる拡大倍率に相応するように前記
拡大領域に属する内容も動的に拡大して表示することを特徴とする請求項５に記載のタッ
チスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法。
【請求項８】
　タッチスクリーン端末機においての画面ディスプレーの制御装置において、
　入力及び出力のためのタッチスクリーン部と、データを貯蔵する貯蔵部と、全般的な動
作の制御を行う制御部を含み、
　前記制御部は、
　拡大領域を決定して、前記拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大して表示することを
特徴とするタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
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　最大拡大倍率を決定して、決定された前記最大拡大倍率までの範囲から何れか一値が指
定されることを確認することを特徴とする請求項８に記載のタッチスクリーン端末機にお
ける画面ディスプレーの制御装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が臨界値に到達するとタッチ
移動の経路の開始点、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定して、前記
仮想円を前記拡大領域として決定することを特徴とする請求項８に記載のタッチスクリー
ン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が臨界値に到達するとタッチ移動の経路の開
始点、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定して、前記仮想円を画面に
最大拡大させて表示することができる倍率を決定することを特徴とする請求項９に記載の
タッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記拡大領域に属する内容が画面の中央に位置するようにパニングして、該当倍率で画
面の中央を基点として画面の内容を拡大して表示することを特徴とする請求項８に記載の
タッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　右回り方向にタッチ移動された後、解除されるときの回転角度（θ）を確認して、前記
回転角度（θ）に比例する拡大倍率を指定することを特徴とする請求項９に記載のタッチ
スクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　右回り方向にタッチ移動される回転角度に応じて変わる拡大倍率に相応するように前記
拡大領域に属する内容も動的に拡大して表示することを特徴とする請求項１３に記載のタ
ッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法及びその装置
に係り、より詳しくは、ユーザのタッチに応じて画面ディスプレーを拡大するための方法
及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、電子通信産業の発達によって移動通信端末機、電子手帳、個人複合端末機などの
携帯用端末機は、現代社会の必需品になりつつあり、素早く変化する情報伝達の主たる手
段となってきている。
【０００３】
　よく知られるように、最近の携帯用端末機は、画面をタッチすることで入力が可能なタ
ッチスクリーンを採用している。タッチスクリーンは、手で接触した位置を入力可能にす
る入力装置を画面に装着しており、その便利さでユーザを満足させている。
　すなわち、ユーザがタッチスクリーンに現れた文字や絵の情報を手で接触すると、端末
機は接触した画面の位置に応じてユーザが選択した事項が何であるかを把握してこれに対
応する命令を処理する。
【０００４】
　このタッチスクリーンが具備された端末機（以下、タッチスクリーン端末機と称する）
は、画面を拡大することができる機能を有し、一例として、ユーザのマルチタッチによっ
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て画面を拡大させることができるようになっている。
【０００５】
　ユーザの二つの指でタッチされた地点間の距離変化に応じて、画面を拡大または縮小さ
せるものである。すなわち、ユーザが二つの指を広げてタッチ点間の距離を広げると画面
が拡大され、二つの指を縮めてタッチ点間の距離を縮めると画面が縮小される。マルチタ
ッチ方式は、このように望むレベルまで画面を拡大させるか縮小させるためにユーザが上
述の動作を繰り返さなければならないという問題点を有していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許公開２００９－００５７０７９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するためのものであって、本発明の目的は、タッチ移動に
応じて拡大しようとする内容が表示される領域を指定するための、タッチスクリーン端末
機における画面ディスプレーの制御方法及びその装置を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、タッチスクリーン端末機にて領域を指定して、指定された
領域に表示される内容を画面全体に拡大することができる、タッチスクリーン端末機にお
ける画面ディスプレーの制御方法及びその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述の目的を達成するための本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における
画面ディスプレーの制御方法は、拡大領域を決定するステップと、拡大領域に属する内容
を該当倍率に拡大させて表示するステップと、を含む。
　また、本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制
御方法は、最大拡大倍率を決定するステップと、決定された最大拡大倍率までの範囲から
何れか一値が指定されるステップと、をさらに含むことができる。
【０００９】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法
において、拡大領域を決定するステップは、タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が
臨界値に到達するとタッチ移動経路の開始点、中間点、到達点の三点によって決定される
仮想円を設定するステップと、仮想円を前記拡大領域として決定するステップと、を含む
ことができる。
【００１０】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法
において、最大拡大倍率を決定するステップは、タッチ移動の距離またはタッチ移動の時
間が臨界値に到達するとタッチ移動経路の開始点、中間点、到達点の三点によって決定さ
れる仮想円を設定するステップと、仮想円を画面に最大に拡大させて含めることができる
倍率を決定するステップと、を含むことができる。
【００１１】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法
において、拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大して表示するステップは、拡大領域に
属する内容が画面の中央に位置するようにパニングするステップと、該当倍率で画面の中
央を基点として画面の内容を拡大して表示するステップと、を含むことができる。
【００１２】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法
において、決定された最大拡大倍率までの範囲から何れか一値が指定されるステップは、
右回り方向にタッチ移動された後、解除されるまでの回転角度（θ）を確認するステップ
と、回転角度（θ）に比例する拡大倍率を指定するステップと、を含むことができる。
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【００１３】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法
において、拡大領域に属する内容を該当倍率に拡大させて現すステップは、右回り方向に
タッチ移動される回転角度に応じて変わる拡大倍率に相応するように拡大領域に属する内
容も動的に拡大して表示することができる。
【００１４】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置
は、入力及び出力のためのタッチスクリーン部と、データを貯蔵する貯蔵部と、全般的な
動作の制御を行う制御部を含み、制御部は、拡大領域を決定して、拡大領域に属する内容
を該当倍率に拡大して表示する。
【００１５】
　本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御装置
の制御部は、最大拡大倍率を決定して、決定された前記最大拡大倍率までの範囲から何れ
か一値が指定されることを確認することができ、タッチ移動の距離またはタッチ移動の時
間が臨界値に到達するとタッチ移動の経路の開始点、中間点、到達点の三点によって決定
される仮想円を設定して、仮想円を拡大領域として決定することができる。
【００１６】
　また、本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制
御装置の制御部は、タッチ移動の距離またはタッチ移動の時間が臨界値に到達するとタッ
チ移動の経路の開始点、中間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定して、仮
想円を画面に最大拡大させて含ませることができる倍率を決定することができ、拡大領域
に属する内容が画面の中央に位置するようにパニングして、該当倍率で画面の中央を基点
として画面の内容を拡大して表示することができる。
【００１７】
　また、本発明の実施形態に係るタッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制
御装置の制御部は、右回り方向にタッチ移動された後、解除されるときの回転角度（θ）
を確認して、前記回転角度（θ）に比例する拡大倍率を指定することができ、右回り方向
にタッチ移動される回転角度に応じて変わる拡大倍率に相応するように拡大領域に属する
内容も動的に拡大して表示することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、タッチスクリーン端末機において、望むレベルまで画面を拡大または
縮小させるために指をタッチしてから外す動作を繰り返さなくてもよく、画面を拡大また
は縮小させることが容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係るタッチスクリーン端末機のブロック構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る画面拡大の手続きのフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態に係る画面拡大の手続きのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る画面を拡大する過程を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る画面を拡大する過程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の動作原理を詳しく説明する。
　以下において、本発明を説明するに当たり、関連する公知機能あるいは構成に対する具
体的な説明が本発明の要旨を不明確にする恐れがあると判断される場合、その詳細な説明
を略する。
　そして、後述される用語は、本発明においての機能を考慮して定義された用語であって
、これはユーザ、運用者の意図または慣例などに応じて異なることができるので、その定
義は本願全般にかける内容を基に定めなければならない。
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【００２１】
　本発明は、タッチスクリーン端末機における画面ディスプレーの制御方法及びその装置
に関し、特にタッチ移動に応じて領域を指定して、指定された領域に表示する内容を画面
全体に拡大することができる方法及びその装置を提供するものである。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るタッチスクリーン端末機のブロック構成図である。
　図１を参照すると、本実施形態に係るタッチスクリーン端末機は、入力及び出力のため
のタッチスクリーン部１１、データを貯蔵する貯蔵部１３、全般的な動作の制御を行う制
御部１２を含む。
【００２３】
　タッチスクリーン部１１は、タッチに対応した入力信号を制御部１２へ出力して、制御
部１２の制御に従って入力信号に対応する表示データの入力を受けて画面に表示する。
　貯蔵部１３は、タッチスクリーン端末機の全般的な動作を制御する所定のプログラムと
タッチスクリーン端末機の制御動作が行われるとき入出力される各種のデータとを貯蔵す
る。
【００２４】
　制御部１２は、タッチスクリーン端末機の全般的な動作を制御するが、以下の図面を参
照して、制御部１２の画面拡大または縮小方法を詳しく説明する。
　図２は、本発明の一実施形態に係る画面拡大の手続きのフローチャートである。
　以下の説明においては、本実施形態に係る画面拡大モードは動作中であると見なし、予
め定義されたキーを介して作動するか、ウェブページ、画像などを閲覧する場合に自動的
に動作することもある。
【００２５】
　図２を参照すると、制御部１２は、タッチ移動の距離が臨界値に到達したかどうかを確
認する（ステップ２０１）。
　タッチ移動の距離が臨界値に到達すると、制御部１２は、タッチ移動経路の開始点、中
間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定する（ステップ２０３）。開始点は
タッチが始まった点であり、到達点は臨界値距離に到達した点であり、中間点は前記臨界
距離を有するタッチ移動経路の中点を示す。
【００２６】
　次に、制御部１２は、仮想円の半径に対応する最大拡大倍率を決定する（ステップ２０
５）。一例として、最大拡大倍率は、仮想円が画面いっぱいに拡大することができる倍率
であってもよい。すなわち、仮想円の半径が大きいほど最大拡大倍率は小さい。後述する
が、本実施形態において仮想円で表される内容は、画面いっぱいに拡大して表示すること
ができ、仮想円は拡大して表示する内容が表示される領域を区切る。
【００２７】
　次に、制御部１２は、仮想円で表される内容が画面の中央に位置するようにパニングし
て、予め決定された最大拡大倍率までユーザが指定することができるインターフェースを
表示する（ステップ２０７）。すなわち、ユーザは表示されたインターフェースによって
１ｘ倍率から決定された最大拡大倍率のうち何れか一つの値を指定することができる。特
に、本発明の一実施形態に係るインターフェースは、右回り方向にタッチ移動して回転さ
せるほど段々大きい拡大倍率を指定することができるようにする。
【００２８】
　次に、制御部１２は、インターフェースにて指定した拡大倍率に応じて画面の中央を基
点として画面の内容を拡大して表示する（ステップ２０９）。一例として、ユーザが上述
のインターフェースにて右回り方向にタッチ移動した後、解除すると該当倍率が指定され
る。
【００２９】
　図３は、本発明の一実施形態に係る画面拡大手続きのフローチャートである。
　図３を参照すると、制御部１２は、タッチ移動の時間が臨界値に到達したかどうかを確
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認する（ステップ３０１）。
【００３０】
　タッチ移動の距離が臨界値に到達すると、制御部１２は、タッチ移動経路の開始点、中
間点、到達点の三点によって決定される仮想円を設定する（ステップ３０３）。開始点は
タッチが始まった点であり、到達点は臨界値距離に到達した点であり、中間点は臨界距離
を有するタッチ移動経路の中点を示す。
【００３１】
　次に、制御部１２は、仮想円の半径に相応する最大拡大倍率を決定する（ステップ３０
５）。一例として、最大拡大倍率は仮想円が画面いっぱいに拡大することができる倍率で
あってもよい。すなわち、仮想円の半径が大きいほど最大拡大倍率は小さい。後述するが
、本実施形態において仮想円で表される内容は、本発明の一実施形態に係る画面いっぱい
に拡大して表示することができる。
【００３２】
　さらに、制御部１２は、仮想円に表される内容が画面の中央に位置するようにパニング
して、予め決定された最大拡大倍率までユーザが指定することができるインターフェース
を表示する（ステップ３０７）。すなわち、ユーザは表示されたインターフェースにて１
ｘ倍率から決定された最大拡大倍率のうち何れか一つの値を指定することができる。特に
、本実施形態に係るインターフェースは、右回り方向にタッチ移動して回転させるほど段
々大きい拡大倍率を指定することができるようにする。
【００３３】
　そして、制御部１２は、インターフェースにて指定した拡大倍率に応じて画面の中央を
基点として画面の内容を拡大して表示する（ステップ３０９）。一例として、ユーザが上
述のインターフェースにて右回り方向にタッチ移動した後、解除すると該当倍率が指定さ
れる。
【００３４】
　図４及び図５は、本発明の実施形態に係る画面を拡大する過程を示す図である。
　図４を参照すると、本実施形態に係る拡大モードが行われて、ユーザがタッチ移動し、
このタッチ移動の距離または時間が臨界値に到達すると、タッチ移動の経路４２２の開始
点４２３、中間点４２４及び到達点４２５で決定される仮想円４２６が設定される（ａ）
。
　この際、仮想円の半径に対応する最大拡大倍率が決定される。最大拡大倍率は、仮想円
が画面いっぱいに拡大することができる倍率であってもよい。すなわち、仮想円の半径が
大きいほど最大拡大倍率は小さい。
【００３５】
　次に、仮想円に表される内容が画面の中央に位置するようパニングされて、予め決定さ
れた最大拡大倍率までユーザが指定することができるインターフェースが提供される（ｂ
）。本実施形態に係る他のインターフェースは右回り方向にタッチ移動して回転させるほ
ど段々大きい拡大倍率を指定することができる形態であることができる。インターフェー
スはユーザのタッチ移動に応じる倍率を示して、タッチ移動が解除された時点の該当倍率
が指定される。
【００３６】
　次に、インターフェースにて右回り方向にタッチ移動が進むほど画面の中央を基点とし
て画面の内容が拡大されることを動的に確認することができる（ｃ）。そして、ユーザが
インターフェースにて右回り方向に３６０°タッチ移動すると、仮想円の半径に対応する
ように予め決定された最大拡大倍率（例：２．６９）を指定することができる（ｄ）。
【００３７】
　また、ユーザはインターフェースにて右回り方向にタッチ移動して当該対象を拡大させ
る途中に左回り方向にタッチ移動すると当該対象をさらに縮小させることができる。すな
わち、タッチ移動に応じる回転角度が大きいほど最大拡大倍率に到達する。図４と図５を
比較すると、仮想円の半径が大きいであれば決定される最大拡大倍率は小さい。
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　結論的に、本発明に係るタッチスクリーン端末機にて画面ディスプレーの制御方法及び
その装置は、望むレベルまで画面を拡大または縮小させるために指をタッチしてから外す
動作を繰り返さなくてもよく、画面を拡大または縮小させることが容易に行うことができ
る。
【００３８】
　一方、本発明の実施するための形態では具体的な実施例に関して説明したが、本発明の
範囲を逸脱しない範囲内で多様な変形が可能である。従って、本発明の範囲は、説明され
た実施例に限って決められてはならず、後述する特許請求の範囲だけでなく、この特許請
求の範囲と均等なものによって定められなければならない。
【符号の説明】
【００３９】
　　１１　　　　タッチスクリーン部
　　１２　　　　制御部
　　１３　　　　貯蔵部
 

【図１】

【図２】

【図３】
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